[bookmark: _Hlk220418669]電子決済手段・暗号資産サービス仲介業登録申請者の概要について（新規・変更）

	法人・個人名

	英字商号

	住所又は所在地
（外国法人：国内の主たる営業所・事務所又は国内代表者を併記）
（外国個人：国内の主たる営業所・事務所又は国内代理人を併記）
※ﾋﾞﾙ名・号室等も記載すること。また、レンタルオフィス等である場合には、その旨記載すること。
〒　　　－　　



	住所又は所在地（英字表記）


	連絡先（担当者名）

	ＴＥＬ

	Ｅ－Ｍａｉｌ



１　概要等［個人の場合下記（３）は記載不要］
（１）法人・個人の別
　　　　※「外国法人」又は「外国に住所を有する個人」の場合：「国内における代表者（国内に住所を有するものに限る。）」又は「国内における代理人」も併せて記載すること。

（２）業務開始予定日
　　　令和　　年　　月（予定）
※　登録後、実際に業務開始を予定している日を記載すること。

（３）会社設立日（当該業務を行う支店・営業所等の設置日）
　　　令和　　年　　月　　日　（　　　　　　　　　：令和　　年　　月　　日）
　　　※　外国法人・外国に住所を有する個人の場合は国内に設置する営業所等についても記載すること。

（４）役員（非常勤の役員は役職名左に※を付ける。）
	（役職名）
	（氏　名）
	（主な経歴・前職・兼職等）

	
	
	　年　月～　年　月

	
	
	　年　月～　年　月

	
	
	　年　月～　年　月

	
	
	　年　月～　年　月

	
	
	　年　月～　年　月


※　個人の場合は履歴書を、法人等の場合は沿革等を記載した書面を添付すること。なお、役員には会計参与を含む。
※　法人の場合：役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び事業の種類又は行っている事業の種類を記載し、「（常務に従事）」と明示すること。
個人の場合：他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類を記載し、「（常務に従事）」と明示すること。


（５）主な株主（議決権保有上位10者）（総議決権数　　　　　）
	（株主名）
	（持株比率）
	（申請者との関係・業種・職業等）

	①
	
	

	②
	
	

	③
	
	

	④
	
	

	⑤
	
	

	⑥
	
	

	⑦
	
	

	⑧
	
	

	⑨
	
	

	⑩
	
	


　　　※　申請者と主な株主との資本関係相関図を添付すること。外国に所在する場合はその国名も記載すること。

（６）所属電子決済手段等取引業者・暗号資産交換業者名及び当該業者との関係
　　※　所属電子決済手段等取引業者等（以下「所属業者」）の商号又は名称及び所属業者の認定資金決済事業者協会（以下「協会」）への加入の有無を記載すること。
　　　※　申請者の役職員が所属業者と雇用関係にあった場合等や申請者と所属業者との取引関係、人的・資本関係等があればその内容を記載すること。
　　　※　所属業者が２以上ある場合：申請者が仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属業者の商号又は名称に加えて、以下の事項について記載すること。
　　　　・損害の発生状況等を類型化し、当該類型の全てについて、当該損害の賠償を行う所属業者の商号又は名称が明確に特定されているか。
　　　　・いずれの類型にも該当しない場合、又はいずれの類型に該当するかが明確でない場合についても、損失の補てんを行う所属業者の商号又は名称が特定されているか。


（７）決算月


（８）協会への加入予定の有無


２　電子決済手段・暗号資産サービス仲介業への参入目的（参入に至った経緯について、外国法人・外国に住所を有する個人の場合は日本で登録しようとする理由も併せて記載する。）
　　※　グループ会社の説明、今までの業務・経験、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業登録の必要性等について記載すること。


３　業務内容、業務の方法等
（１）業務内容
①電子決済手段・暗号資産サービス仲介業務
（資金決済に関する法律第２条第１８項各号のうち該当する業務にチェックを入れる）
※　業務ごとに取り扱う電子決済手段・暗号資産の種類を記載すること。
※　新規登録の場合は、登録直後に開始する業務に■チェックを入れること。
※　変更登録の場合は、現在行っている業務に☑チェック、追加する業務に■を入れること。
※　将来、変更登録の予定がある場合は、６.特記事項に記載すること
□１号業務「電子決済手段仲介行為」
　（取り扱う電子決済手段：　　　　　　　　）
□２号業務「暗号資産仲介行為」
　（取り扱う暗号資産：　　　　　　　　　　）

ａ　業務区域（主に営業を行う地域があれば、その地域・都市名等を記載すること。）


ｂ　業務の形態（対面・インターネット等）


ｃ　営業所・事務所の形態（有人・無人等）


　　②　兼業業務及びその内容
※　免許、許可又は登録を受けているときはその番号等を業種毎に記載すること。兼業を複数行っているときは、事業毎に概略の業務比率を記載すること。



（２）業務の方法
　　①　顧客層、開拓方法等




　　②　口座開設、商品の勧誘、媒介の方法等（手続きフローを必要に応じて添付する）
※　インターネット又はスマホアプリにより勧誘等を行う場合には、ウェブサイトやアプリの画面イメージ案及び画面の遷移案を添付すること。



　　③　資金決済に関する法律第63条の22の８で規定する顧客への明示義務の履践方法
※　インターネット又はスマホアプリにより勧誘等を行う場合には、画面の掲載案を添付すること。



４　経営管理、業務の適切性等（電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われているか、事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係　18.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者関係）（以下「ＧＬ」という。）の「主な着眼点」についてどのように対応されるか等について、必要に応じて根拠となる社内規則等を引用しながら記載すること。）
　　※　電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者についても、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第２条に基づき、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行することが求められるところ、本項目の説明に当たっては、かかる観点からの金融事業者として対応についても必要に応じて記載すること。
（１）経営管理（ＧＬⅡ－１）
　　①　人員の配置、組織体制
（営業開始時の部署ごとの責任者名及び配置員数を記載した組織図を添付すること。）
※　経営陣は、営業所長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が利用者対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか。
※　法令等遵守のための態勢を含め、相互牽制機能が有効に機能する内部管理態勢（業容に応じた内部監査態勢を含む。）が整備されていることの説明を記載すること。

内部監査（内部監査部署名又は監査を行う所属業者名）
※　監査結果に対する対応フローについて具体的に記載すること。

外部監査の有無　有・無　委託先：
※　監査結果に対する対応フローについて具体的に記載すること。

　　②　内部管理等の責任者(役職名、氏名)
　　　※　内部管理責任者等の資格を有する場合は、取得時期及び取得資格の具体的な名称について記載すること。
　　　※　履歴書を添付すること。

　　③　営業に関する責任者(役職名、氏名)
　　　※　履歴書を添付すること。


（２）業務の適切性（ＧＬⅡ－２）
担当部署名等（部署名の後ろに（　）で責任者名・役職を記載すること。）
1 　法令等遵守（コンプライアンス）態勢等（ＧＬⅡ－２－１－１）
　　担当： 
　　　担当者数：


※　経営陣の関与の下、法令遵守等に係る基本的な⽅針等を定めた社内規則等が整備され、社内で周知されているか。また、法令改正、業務内容の変更、問題事案の発生等があった場合に、社内規則等の見直しを行う仕組みがあるか。
※　法令遵守等に関する研修・教育体制が確立されているか。
※　役職員による不公正な取引の防止に向けた取組みを行っているか。

②　広告審査体制（暗号資産仲介行為を行う場合に限る。）（ＧＬⅡ－２－１－２）
　　　担当：
　　　担当者数：


　※　広告に関する法令遵守の観点から、広告の審査を行う広告審査担当者が配置され、広告の内容及び表示の適切性を確保するための社内規則等に基づいた適正な審査が実施されているか。また、当該社内規則等について周知を図ることとしているか。
　※　特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合は、②に対応する内容を⑭に記載すること。

③　禁止行為（暗号資産仲介行為を行う場合に限る。）（ＧＬⅡ－２－１－３）（申請者による取引勧誘を伴わないと評価する場合には、例えば、ウェブサイトやアプリの画面イメージ案及び画面の遷移案を示しつつ、その旨を具体的に記載すること。）
　　　担当：
　　　担当者数：


　※　特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合は、③に対応する内容を⑭に記載すること。

　ａ　利用者管理（利用者情報の管理方法や適合性原則を遵守するための利用者管理方法につい記載すること。）

　

※　取引勧誘に当たっては、利用者の知識、経験、財産の状況、年齢、取引目的やリスク管理判断能力等に応じた取引内容や取引条件に留意の上、当該利用者属性等に即した適正な勧誘を実施するための方策を講じているか。
　※　かかる適正な勧誘を実施するため、利用者の属性等及び取引実態を的確に把握し得る利用者管理態勢を構築しているか。当該態勢の構築に当たり所属暗号資産交換業者が記録・保存する利用者情報を活用する場合、その方法を具体的に記載すること。
　

　ｂ　不招請勧誘の禁止


※　不招請勧誘の禁止に関する社内規則等（招請の有無の判断基準を含む。）が役職員に周知され、その履践状況（利用者情報の管理の状況を含む。）を定期的に検証することとしているか。また、利用者からの招請状況及び過去の取引実態等について、利用者情報として記録・保存する等により、適時の把握に努めるとともに、勧誘に当たっては、当該利用者からの招請状況及び過去の取引実態等に則した適正な勧誘に努めるよう役職員に周知徹底されているか。
　※　利用者からの招請状況及び過去の取引実態等の利用者情報の管理について、具体的な取扱方法を定め、当該方法を役職員に周知徹底すること。特に、利用者情報については、守秘義務等の観点から十分に検討を行った上で取扱方法を定めているか。
　
　ｃ　営業員管理態勢


※　勧誘を行う役職員（以下「営業員」という。）を定めた上で、営業員による適正な勧誘を確保するために必要な業務上の指導及び教育（勧誘状況の継続的な把握・検証を含む。）を行うこととしているか。

④　反社会的勢力による被害の防止（ＧＬⅡ－２－１－４）
　　　担当：
　　　担当者数：
　　　　　業務委託の有無　有・無　委託先：


　※　反社会的勢力との関係遮断について、担当者のみならず経営陣が適切に関与し、組織的に対応する体制を整備すると共に、業務委託先・提携先を含むグループ全体として排除に取り組むこととしているか。また、担当部署又は担当者を設けて関連情報を一元的に管理し、当該情報を取引先審査や株主属性の確認等に活用するとともに、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と平素より連携体制を構築し、緊急時には直ちに警察へ通報できる体制を整えているか。
※　取引の相手方が反社会的勢力であると判明した場合に、その情報を速やかに経営陣へ報告して上で外部専門機関と連携して関係解消に向けた適切な対応を講じる手順が定められているか。
※　利用者が反社会的勢力でない旨の確約を所属業者に委託する場合には、当該確約手続について記載すること。

⑤　不祥事件発生時の対応（ＧＬⅡ－２－１－５）
　　　担当：
　　　担当者数：


　※　不祥事件が発生した場合に、以下の各事項が適切に行われる体制が整備されているか。
・内部管理部門及び経営陣への迅速な報告、独立した部署による事案の調査・解明
・刑罰法令抵触のおそれがある場合における警察等への通報
・利用者への影響の把握、利用者への適切な説明・対応
・内部牽制機能の検証、再発防止策の策定及び関係者の責任追及
※　所属業者が届出書の内容を精査した上で代理により届出書の提出を行う場合を含め、不祥事件として必要な届出及び対応を行う手順について記載すること。

⑥　利用者保護措置等（ＧＬⅡ－２－２－１）
　　　担当： 
　　　担当者数：

ａ　利用者に対する情報提供


　※　利用者に対する情報提供義務等、法令において定められている利用者保護措置等について社内規則等を定め、役職員が当該社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。
※　利用者に対する説明や情報提供を行うに当たっては、当該利用者の知識・経験を勘案の上、取引内容、取引形態及び取り扱う電子決済手段や暗号資産に応じて、内閣府令第24条（第３項を除く。）及び第25条第１項並びに第29条（第３項を除く。）及び第30条第１項に規定された事項を適切に説明（必要に応じて書面の交付（電磁的方法を含む。）が求められる点に留意する。）する態勢が整備されているか。
　※　手数料等について、申請者以外の者に対して支払うものも含めた総額若しくはその上限額又はそれらの計算方法を説明するとともに、上限額・計算方法のみを説明する場合には見込み額又は計算例を併せて示しているか。
　※　利用者が所属業者に対して手数料等を支払う必要がある場合において、当該手数料等のうち申請者が当該所属業者から受領することになる手数料、報酬その他の対価（もしあれば）の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を説明することとしているか。
　※　（暗号資産のみ）上記の対価を受領することにより申請者と利用者との利益が相反するおそれがある旨を説明することとしているか。
　※　仲介業者である申請者を介することによる手数料等の総額の差額又はその計算方法を説明することとしているか。
　※（電子決済手段のみ）申請者は利用者に対して取り扱う電子決済手段について償還義務を負っていない旨を説明することとしているか。

ｂ　非対面取引における利用者保護


※　非対面取引において、利用者が取引相手を誤認しないようなウェブサイト等の構成及びフィッシング詐欺対策を講じているか。また、所属業者への指図内容の送信前に利用者に表示して確認を求めるなど、利用者が、送信前に容易に確認・訂正できる仕組みを設けているか。

　ｃ　電子決済手段関係情報及び暗号資産関係情報の適切な管理


　※　社内規則等において、電子決済手段関係情報及び暗号資産関係情報に該当し得る情報の類型や範囲を定めた上で、当該情報を適切に管理するための体制や役職員による不正な利用等を防止するための体制が構築されているか。

　ｄ　不公正な行為を防止するための措置
　

※　例えばモニタリング等を通じた利用者の取引動機等の的確な把握等を行っているか。なお、所属業者との連携によりモニタリングその他の不公正な行為を防止するための措置を講じる場合には、その旨を説明すること。

⑦　帳簿書類（ＧＬⅡ－２－２－２）
（自ら作成するのか、所属業者で作成したものを使用するのか等について記載すること。） 
　　　担当： 
　　　担当者数：


　※　帳簿書類の作成について、単に帳簿名や記載事項を列挙するのではなく、帳簿の目的・用途及び正確な記載方法を規定した社内規則等を整備の上、社内研修等による役職員への周知徹底を図るとともに、帳簿書類の記載内容の正確性について、帳簿書類作成部署以外の部門（内部監査部門等）において検証を行うこととしているか。
　※　帳簿書類を電子媒体により保存する場合、所定の保存期間に耐え得る媒体を使用した上で、利用者照会への速やかな対応、取消・修正記録の完全な保持、及び内部監査への対応が可能なシステムを整備しているか。国外において保存する場合には、情報流出及びシステムの安定稼働に係るリスクを適切に勘案しているか。
　※　帳簿書類の作成・保存について、所属業者のシステムやフォーマットを利用する場合等であっても、申請者が作成及び保存の義務を負うことを踏まえ、適切な管理態勢を整備しているか。

⑧　利用者に関する情報管理態勢（ＧＬⅡ－２－２－３）
（利用者情報の管理方法について詳細に記載すること。）
　　　担当： 
　　　担当者数：


　ａ　利用者に関する情報管理態勢


※　利用者情報の取扱いについて、経営陣関与の下で社内規則等・組織体制を整備し、具体的な取扱基準を定めた上で、研修等によう役職員への周知徹底及び定期的な内部監査等を行うこととしているか。取扱基準の策定に際して、特に当該情報の第三者への伝達については、法令、保護法ガイドライン、金融分野ガイドライン、実務指針の規定に従い手続が行われるよう十分な検討を行っているか。
※　利用者情報へのアクセス権限の管理、内部関係者による持ち出し防止、外部からの不正アクセス防御等の技術的・組織的対策を講じた上で、利用者に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢を構築するとともに、特定職員への権限集中を防ぐための措置を整備しているか。
※　利用者情報の漏えい等が発生した場合に、責任部署への迅速な報告、対象利用者への説明、当局への報告及び必要に応じた公表を適切に行うとともに、原因分析及び再発防止策を講じる態勢を整備しているか。また、他社の漏えい事故を踏まえ、類似事例の再発防止のために必要な措置の検討を行うこととしているか。
　
ｂ　個人情報管理


※　個人である利用者に関する情報について、金融分野ガイドライン及び実務指針に基づく安全管理措置・従業者監督措置として、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられているか。また、人種・信条・保健医療・犯罪経歴等の特別の非公開情報について、法令に定める場合を除き利用しないための措置を整備しているか。
※　クレジットカード情報等について、適切な保存期間の設定・保存場所の限定・期間経過後の速やかな廃棄を行うとともに、業務上不要な場面でのカード番号の表示制限及び定期的な内部監査を実施しているか。
※　個人データの第三者提供に際し、提供先・提供情報の内容・利用目的を利用者が明確に認識できる方法で同意を取得するとともに、提供先や情報内容が変わる場合には改めて同意を取得することとし、過剰な同意を強いることのないよう措置しているか。

⑨　苦情等への対処（ＧＬⅡ－２－２－４）
　　　所属業者による苦情等対処の有無　有・無　所属業者名：
（一般顧客からの照会窓口、その他苦情処理方法を詳細に記載すること。)
　　　担当：  　　　　　　　（℡　　－　　　　－　　　　）
　　　担当者数：


※　苦情等への対処について、経営陣が関与する形で担当部署・責任権限・処理手続及び業務改善への反映手続を定めた社内規則等を整備し、役職員への周知徹底を図っているか。また、苦情等を広く受け付けるために適切なアクセス手段・受付窓口を設け、その内容を利用者にわかりやすく公開しているか。申請者の規模等を踏まえ所属業者が苦情等対処を担う体制をとる場合には、利用者が当該業者へ容易にアクセスできるよう受付窓口・手段等を公開しているか。
※　個々の苦情等について、関係部署が連携しながら迅速に処理を進め、進捗管理により長期未済案件の発生を防止するとともに、処理の各段階において利用者に対し適切な説明を行う態勢を整備しているか。また、反社会的勢力による圧力を装った申出については、通常の苦情等と区別し断固たる対応をとることとしているか。
※　苦情等の内容及び対処結果を適切に記録・保存し、その分析結果を業務改善・再発防止策に継続的に活用するとともに、重要案件については経営陣への報告を含む適切な情報共有を行う態勢を整備しているか。
※　申請者自身による苦情等対処に加え、利用者の要望等に応じて外部機関（金融ADR制度を含む。）を適切に紹介する態勢を整備しているか。

⑩　システムリスク管理（ＧＬⅡ－２－３－１）
（電子決済手段・暗号資産サービス仲介業にかかるもの）

　　　所属業者のシステム利用の有無　有・無　
（所属業者との連携方式がサイトへのリンクのみの場合は無とすること。）
所属業者名　：
　　　担当：
　　　担当者数：


※　所属業者のシステムの利用が有る場合、以下について記載及び資料を添付すること。
・所属業者との連携方式（システム間のAPI連携、ファイル連携など）を説明すること。
・所属業者との責任範囲について、必要に応じて資料を添付しつつ説明すること。
・システム概要として、システム提供機能、システム構成、ネットワーク構成等について、必要に応じて資料を添付しつつ説明すること。

⑪　事務リスク管理（ＧＬⅡ－２－３－２）
　　　担当：
　　　担当者数：


※　システムによるチェック機能や複数担当者によるチェック体制等の具体的な事務リスク軽減策を講じるとともに、牽制機能が十分に発揮される体制及び事務に係る諸規程を整備しているか。

⑫　外部委託（ＧＬⅡ－２－３－３）
　　　担当：
　　　担当者数：


※　委託先の選定基準や外部委託リスクが顕在化したときの対応などを規定した社内規則等を定め、役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。また、委託後も定期的にモニタリングを行うこととしているか。
　※　委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。
　※　委託業務に関して申請者が契約どおりサービスの提供を受けられない場合、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は利用者利便に支障が生じることを未然に防止するための態勢を整備しているか。
　※　個人である利用者に関する情報の取扱いを委託する場合には、当該委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、金融分野ガイドライン第10条の規定に基づく措置及び実務指針Ⅲの規定に基づく措置が講じられているか。また、委託先において情報漏えい等が発生した場合に、適切な対応及び委託元への速やかな報告を行う体制となっていることを確認しているか。
　※　外部委託先による利用者に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限しているか。
　　　その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていること及び定期的又は随時の利用状況の確認（権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。）等、アクセス管理の徹底が図られていることをそれぞれ確認しているか。
[bookmark: _Hlk221886661]　※　委託業務に関する苦情等について、利用者から委託元である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への直接の連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。

⑬　障害者への対応（ＧＬⅡ－２－４）
　　　担当：
　　　担当者数：


※　障害者への対応に当たって、利用者保護及び利用者利便の観点も含め、障害者差別解消法及び障害者差別解消対応指針に則り適切な対応を行う、対応状況を把握・検証し対応方法の見直しを行うなど、内部管理態勢が整備されているか。

⑭　その他
（特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合、「特定電子決済手段等取引契約に係る留意事項」（ＧＬⅡ－２－２－５）に係る対応を記載すること。）
　　　担当：
　　　担当者数：


（３）所属業者によるチェック体制（頻度・内容が分かるように具体的な方法を記載すること。）
1 利用者管理状況

2 勧誘実態

③　法令遵守状況



６　特記事項（特記事項がある場合は、できる限り具体的に記載すること。）
2

